
トラック運送業の適正運賃・料金検討会

○自動車局においては、トラック運送事業者の取引環境の改善及び長時間労働の抑制

に取り組むため、平成２７年度、厚生労働省と共同で、荷主も構成員に含めた「トラック

輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を設置。

○同協議会における取引環境改善に向けた議論に先立ち、適正運賃・料金収受に関する議論

の論点整理や方向性に関する助言を行うための場として、平成２８年７月に「トラック運送業の

適正運賃・料金検討会」を設置。

検討会を４回開催し、適正な運賃・料金収受に向けた方策を取りまとめ、協議会へ報告。

委員

【学識経験者】
・藤井 聡 京都大学工学部工学研究科教授（座長）
・野尻 俊明 流通経済大学学長
・柳澤 宏輝 弁護士（長島・大野・常松法律事務所）

【行政】
・平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長
・川上 泰司 国土交通省総合政策局参事官（物流産業）
・藤枝 茂 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
・伊奈 友子 経済産業省商務・サービスグループ物流企画室長

オブザーバー

【荷主】
・上田 正尚 （一社）日本経済団体連合会産業政策本部長
・栗原 博 日本商工会議所流通・地域振興部長
・黒川 毅 日本機械輸出組合国際貿易円滑化委員会委員長

【トラック運送業】
・坂本 克己 （公社）全日本トラック協会会長
・馬渡 雅敏 （公社）全日本トラック協会副会長

「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」委員
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適正な運賃・料金収受に向けた方策について

発地 着地

附帯業務料 附帯業務料

積込料 運賃附帯業務料 附帯業務料

待
機
時
間
料

待
機
時
間
料

○運賃が運送の対価であることを明確化するため、運賃の範囲を明確化する通達を発出。

○適正な運賃・料金を収受するための方策として標準貨物自動車運送約款を以下の通り改正。

①荷送人が運送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項について、「待機時間料」、「積込料」、「取卸

料」等の料金の具体例を規定。

②荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における積込み又は取卸しに対する対価を「積

込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定。

③附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」 を追加。 等

は
い
作
業

車両による
発地→着地
の荷物の移動

積込み 取卸し
荷
待
ち

荷
造
り

出
庫
仕
分
け
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収
・
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業

棚
入
れ
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横縦
持持
ち ち

検
収
・
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入
庫
仕
分
け

荷
待
ち

改
正
後

取卸料

車両留置料車両留置料

運賃

＜運送＞

（※）

（※）はい作業：倉庫等において袋や箱を一定の方法で規則正しく積み上げたり、積み上げられた荷をくずしたりする作業

改
正
前

2

スケジュール：平成２９年８月４日公布、１１月４日施行



標準運送約款の改正に係る周知について
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○各都道府県トラック協会を通じトラック事業者に約款改正に係るリーフレット（別添参照）を配
布。

○各都道府県トラック協会が開催している生産性向上セミナーにおいて、約款改正の概要を説
明するとともにリーフレットを配布。

○各運輸支局が開催している地方協議会において、約款改正の概要を説明するとともにリーフ
レットを配布。

○各運輸支局窓口にリーフレットを備付け。

○各運輸支局から各都道府県の荷主団体に約款改正の概要を説明するとともにリーフレットを
配布。

○各運輸支局が開催している地方協議会において、農林水産省が委員になっていない協議会
においては、地方農政局にも協議会への参画を依頼する。

○経済産業省及び農林水産省より提供いただいた荷主団体等リストに基づき、全日本トラック
協会から案内文及びリーフレットを送付。

トラック事業者に周知を図るための方策

荷主に周知を図るための方策


